
3月末まで土日祝も対応

令和3年2月15日



県の経営持続支援金の申請には、国の持続化給付金の申請が必要です。
国では、必要書類の準備に時間を要するなど、当初の申請期限(令和3年1
月15日)では間に合わない事情がある方について、その申請期限を令和3
年2月15日まで延長しております。
この延長による申請を行うには、令和3年1月31日までに国に延長の申込
を行う必要があります。詳しくは国のホームページをご確認ください。
国HP：https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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